
 

平成 29年３月１日から 

宮城県図書館貸出資料の 

市町村図書館等返却サービス（試行）が 

はじまります 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

宮城県図書館 

詳しいご利用方法、返却できる施設は館内配布チラ

シまたは当館ホームページをご覧ください 
 

●本を借りる時● 
市町村図書館等での返却希望を申し出ていた

だき、本と一緒にカウンターで「市町村図書

館等返却票」と「貸出票（レシート）」をお受

け取りください 

 

●本を返す時● 
「市町村図書館等返却票」と「貸出票（レシー

ト）」を市町村図書館等窓口へご持参の上、図

書等を直接窓口でお返しください 

 

市町村図書館等返却サービスとは･･･ 

宮城県図書館で直接借りた図書等を市町村図書館・公

民館図書室で返却できるようになるサービスです。 

県図書館で本を借りたいけど、

遠いから返却が大変･･･ 

そんな声に 

お答えしました！ 

試行期間 平成 29年３月１日～平成 29年 7月 31日 


